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原 議 保 存 期 間 ３ ０ 年
(平成５０年１２月３１日まで)

各 地 方 機 関 の 長 警 察 庁 丙 組 企 分 発 第 １ ０ 号 、 丙 組 暴 発 第 ９ 号

各 都 道 府 県 警 察 の 長 殿 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ２ 日

各 方 面 本 部 長 警察庁刑事局組織犯罪対策部長

（参考送付先）

庁 内 各 局 部 課 長

各 附 属 機 関 の 長

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行

等について

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成２０

年法律第２８号。以下「改正法」という。別添１）が、平成２０年５月２日に公布さ

れ、改正法のうち、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定及び暴力排除

活動の促進のための規定については、同日から施行された。

改正法の項目ごとの趣旨、内容及び公布の日から施行される改正法の規定に係る留

意事項等は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において、改正法による改正後の暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律を「法」という。

記

第１ 暴力的要求行為として規制する行為の追加（法第９条関係）

１ 趣旨

近年、暴力団の資金獲得のための各種事業活動への進出を排除するための官民

の取組みが活発化してきたことに伴い、これら各種事業活動への進出を目論む暴

力団員が、その障壁となる行政機関等を相手方として、暴力団の威力を示して当

該行政機関等の有する権限の行使等を要求する傾向が顕著になってきた。こうし

た動向を踏まえ、具体的に実態のみられる行政機関等を相手方とした２(1)及び

(2)の要求行為の形態を新たに暴力的要求行為として追加したものである。

２ 内容

(1) 行政庁が行う許認可等に関する要求行為

ア 自己又は自己の関係者の申請に係る許認可等をすることを要求すること

（第１５号）

行政庁に対し、①自己若しくは自己の関係者がした許認可等の申請が暴力

団排除のための欠格条項に該当するなど、法令に定められた許認可等の要件

に該当しないにもかかわらず、当該許認可等をすること、又は②自己若しく
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は自己の関係者について、法令に定められた不利益処分の要件に該当する事

由があるにもかかわらず、許認可等の取消等の不利益処分をしないことを要

求するものである。

なお、「許認可等」とは、「行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対

し何らかの利益を付与する処分」をいい（行政手続法（平成５年法律第８８

号）第２条第３号）、事業の営業許可等、当該許認可等を得ることにより直

接財産上の利益を得ることが可能となるもののほか、道路の使用許可（道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７７条）等、財産上の利益を得るこ

とを容易又は円滑にするもの等も広く含まれる。

イ 特定の者の申請に係る許認可等をしないことを要求すること（第１６号）

行政庁に対し、①特定の者がした許認可等に係る申請が法令に定められた

許認可等の要件に該当するにもかかわらず、当該許認可等をしないこと、又

は②特定の者について法令に定められた不利益処分の要件に該当する事由が

ないにもかかわらず、当該特定の者に対し不利益処分をすることを要求する

ものである。

(2) 国等が行う公共工事の入札・契約に関する要求行為

ア 自己又は自己の関係者を入札に参加させることを要求すること（第１７号）

国等（国、特殊法人等又は地方公共団体をいう。以下同じ。）に対し、当

該国等が行う公共工事の入札について、自己若しくは自己の関係者が入札参

加資格を有する者でなく、又は自己若しくは自己の関係者が指名基準に適合

する者でないにもかかわらず、当該自己又は自己の関係者を当該入札に参加

させることを要求するものである。

なお、「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成１２年法律第１２７号）第２条第１項に規定する特殊法人等

をいい、その主たる業務を遂行するため建設工事を発注することが業務規定

から見て明らかであり、かつ、当該主たる業務に係る建設工事の発注を近年

実際に行っているものとして公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律施行令（平成１３年政令第３４号）第１条に定められているものであ

る。

イ 特定の者を入札に参加させないことを要求すること（第１８号）

国等に対し、当該国等が行う公共工事の入札について、特定の者が入札参

加資格を有する者であり、又は特定の者が指名基準に適合する者であるにも

かかわらず、当該特定の者を当該国等が行う公共工事の入札に参加させない

ことを要求するものである。

ウ 特定の者を契約の相手方としないことを要求すること（第１９号）

国等に対し、特定の者を当該国等が行う公共工事の契約の相手方としない

ことをみだりに要求するものである。
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なお、国等に対し、自己又は自己の関係者を当該国等が発注する公共工事

の契約の相手方とする（当該契約に係る役務の提供の業務の全部又は一部の

受注を受け入れる）ことを要求する行為は、既に法第９条第３号において規

制の対象としているところである。

エ 公共工事の契約の相手方に対する指導等を要求すること（第２０号）

国等に対し、当該国等が行う公共工事の契約の相手方に対し自己又は自己

の関係者に当該契約に係る役務の提供の業務の全部若しくは一部を発注する

こと又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を

させることを求める指導、助言その他の行為をすることをみだりに要求する

ものである。

第２ 損害賠償請求等の妨害の規制のための規定の整備（法第３０条の２から第３０

条の４まで関係）

１ 趣旨

指定暴力団員に対する損害賠償請求については、改正法において、威力利用資

金獲得行為に関連して行われる不法行為によって生じた損害について、指定暴力

団の代表者等の損害賠償責任が規定されたことにより、今後増加することが予想

される。また、指定暴力団の事務所についても、近年の暴排意識の浸透により、

事務所の近隣住民が団結して暴力団事務所の使用差止訴訟を提起したり、家主が

不動産の賃貸借契約における暴排条項により暴力団事務所の用に供している土地

・建物の明渡し請求をしたりするなど、暴力団事務所を排除する動きが高まって

いるところである。

このような請求は、指定暴力団にとって、その存立基盤に影響を与える行為で

あるため、指定暴力団が組織を挙げて妨害するおそれが高く、現に妨害されてい

る実態がある。そこで、指定暴力団員による一定の請求妨害行為を規制すること

としたものである。

２ 内容

(1) 損害賠償請求等の妨害の禁止（法第３０条の２）

指定暴力団員は、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員

に対してする損害賠償、当該指定暴力団等の事務所の使用の差止め等の請求を、

請求者を威迫し、請求者又はその配偶者等につきまとい、その他請求者に不安

を覚えさせるような方法で、妨害してはならないこととする。

ア 妨害の禁止対象となる請求の類型

○ 損害賠償等の請求（第１号）

指定暴力団員の不法行為により被害を受けた者がその指定暴力団員又は

その上位の指定暴力団員に対して行う損害賠償請求又は不当利得返還請求

○ 事務所使用差止め等の請求（第２号）
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・付近住民等が行う暴力団事務所使用差止請求

・土地・建物の所有者等が行う暴力団事務所として使用する土地・建物の

明渡し請求

・暴力団事務所があるマンションの住民が行う、建物の区分所有等に関す

る法律（昭和３７年法律第６９号）に基づく請求

・その他暴力団事務所を使用させないこととするための請求

イ 禁止する行為の具体的な態様

例えば、請求者に執拗に電話をかけてくるような行為や、請求者の家族の

行動を監視し、それを請求者に伝える行為、動物の死体を請求者宅に送りつ

けるなどの行為等が該当することとなる。

(2) 損害賠償請求等の妨害に対する措置（法第３０条の３）

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、指定暴力団員が禁

止行為をしている場合には、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が

中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができることとした

ものである。

ア 命令の相手方

法第３０条の２の規定に違反する行為をしている指定暴力団員

イ 命令の要件

指定暴力団員が、法第３０条の２の規定に違反する行為をしていること。

ウ 命令の内容

命令の内容は、請求者に対して現に行った妨害行為をしてはならないこと

を命ずるだけでなく、禁止行為に該当する妨害行為、すなわち請求者を威迫

し、請求者又はその配偶者等につきまとい、その他請求者に不安を覚えさせ

るような方法で請求を妨害してはならないことを命ずることとなる。また、

当該行為が中止されることを確保するために必要な事項としては、命令の対

象となる行為の前提となる行動をしないことを命ずることが考えられる。具

体的には、請求を妨害する目的で請求者に面会を要求したり、電話をかけた

りしてはならないこと等を命ずることが考えられる。

(3) 損害賠償請求等の妨害を防止するための措置（法第３０条の４）

指定暴力団員に対する請求が現に行われている場合に、当該請求の相手方で

ある指定暴力団員が、請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を

加える方法で妨害行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会が当該

指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて妨害行為を防止す

るために必要な事項を命ずることができることとしたものである。この命令は、

既存の再発防止命令とは異なり、一度も法の規定に違反する行為をしていない

段階で、発出することができるものである。

ア 命令の相手方
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請求の相手方である指定暴力団員

イ 命令の要件

法第３０条の２では、いまだ請求をしていないが請求の意思を有している

者に対する妨害行為も禁止されるものであるが、本命令の発出のためには、

現に請求が行われていることを要することとしている。また、当該請求の相

手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等の生命、

身体又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれ

があることを要することとしている。

ウ おそれの認定

請求の妨害をするおそれがあるかどうかについては、

○ 請求をした際に、後に妨害することをうかがわせるような言動をしたか

どうか

○ 過去に請求の相手方が所属する組織において同様の行為をしている実態

があるかどうか

○ 行為者は特定できないものの、現に請求を妨害する行為が行われている

かどうか

○ 請求を妨害するおそれがある旨の情報を警察において把握したかどうか

等の要素を総合的に考慮して判断することとなる。

エ 命令の内容

違反行為を防止するために必要な事項としては、違反行為の前提となる行

動をしないことを命ずることや配下の者に妨害行為をさせないことを命ずる

ことが考えられる。

前者としては、正当な理由なく請求者に接近したり、面会を要求したり、

電話をかけたりしてはならないことなどが想定される。

後者としては、配下組員に対し、請求を妨害すること並びに請求妨害のた

めの架電及び面会の強要を命じ、唆し、又は助長してはならないことを命ず

ることが想定される。

オ 意見聴取及び仮の命令（法第３４条及び第３５条）

命令をしようとするときは、当該命令の名あて人に意見陳述及び証拠提出

の機会を与えるため、原則として公開による意見聴取を行わなければならな

いこととしている。

また、緊急の必要のある場合においては、意見聴取を行わずに仮の命令を

することができることとしている。この場合、仮の命令をした日から起算し

て１５日以内に意見聴取を行わなければならない。

第３ 対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制のための規定の整備（法第３０条の

５関係）
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１ 趣旨

指定暴力団には、対立抗争等において殺人等の罪を犯して服役した構成員が出

所した場合、多額の功労金を出したり、検挙前の地位と比べて格段に高い地位を

用意して迎えたり、放免祝いと称して各地から暴力団幹部を集めて盛大に祝い事

を開催するなどの慣行が存在するが、このような賞揚・慰労行為は、将来の暴力

行為を助長する結果となっている。

そこで、指定暴力団員の将来の暴力行為を抑止し、市民生活に対する危険を防

止するために、対立抗争等に係る暴力行為の敢行の賞揚・慰労を目的とする金品

等の供与を規制することとしたものである。

２ 内容

公安委員会は、指定暴力団員が対立抗争等に係る暴力行為により刑に処せられ

た場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員

が当該暴力行為の敢行を賞揚し又は慰労する目的で当該指定暴力団員に対し金品

等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該他の指定暴力団員又は当該指

定暴力団員に対し、当該金品等の供与をし、又はこれを受けてはならない旨の命

令をすることができることとしたものである。

(1) 暴力行為の類型

対象となる暴力行為の類型としては、

○ 対立抗争や内部抗争における暴力行為

○ 暴力的要求行為を拒絶した者やその配偶者等に対し報復の目的又は要求に

応じさせる目的で行う暴力行為

○ 指定暴力団員に対する損害賠償請求や指定暴力団の事務所の使用差止め等

の請求をした者又はその配偶者等に対し、請求を妨害する目的又は報復の目

的で行う暴力行為

がある。

(2) 命令の相手方

ア 金品等の供与を受けるおそれがある指定暴力団員

(1)の暴力行為を敢行し、刑に処せられた指定暴力団員のうち、当該暴力

行為の賞揚又は慰労を目的とする金品等の供与を受けるおそれがある者が該

当する。

イ 金品等を供与するおそれがある指定暴力団員

事案に応じて異なるが、一般的にアの指定暴力団員の直属の組長や指定暴

力団の代表者等を含む系列上位組織の幹部等が想定される。

(3) おそれの認定

○ 対立抗争等において暴力行為を敢行した指定暴力団員や関係者が、警察の

取調べや公判等において、出所後の賞揚・慰労行為の可能性がある旨の供述

をしていること
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○ 当該指定暴力団において過去に賞揚等を目的とする金品等の供与が行われ

ていること

等の要素を総合的に考慮して判断することとなる。

(4) 「金品等」の意義

「金品等」とは、法第９条第１号の「金品その他の財産上の利益」の略称で

ある。

具体的には、金銭、物品のほか、財産上の利益として、債務免除やいわゆる

放免祝いでの饗応接待など有形・無形を問わず財産的価値のあるもの一切が含

まれ、上納金その他の金品を従来よりも多く受け取ることができるような地位

に昇格させる行為も財産上の利益の供与に該当する。

(5) 命令の期間

刑に処せられ（裁判が確定し）てから、出所後５年を経過するまでの範囲内

で命令の効力を継続させることができることとしている。

(6) 命令の内容

賞揚等の目的で金品等を供与するおそれがある指定暴力団員に対し、

○ 当該金品等を供与してはならないこと

○ 暴力行為を敢行した指定暴力団員を饗応する会合を開催してはならないこ

と

○ 当該暴力行為を敢行した指定暴力団員を現在よりも多くの金品等を収受で

きる地位に昇格させてはならないこと

等を命ずるとともに、第三者を介して供与してはならないことも併せて命ずる。

一方、金品等の供与を受けるおそれがある指定暴力団員に対し、これらのこと

を受けてはならないことを命ずることが想定される。

(7) 意見聴取及び仮の命令（法第３４条及び第３５条）

命令をしようとするときは、当該命令の名あて人に意見陳述及び証拠提出の

機会を与えるため、原則として公開による意見聴取を行わなければならないこ

ととしている。

また、緊急の必要のある場合においては、意見聴取を行わずに仮の命令をす

ることができることとしている。この場合、仮の命令をした日から起算して１

５日以内に意見聴取を行わなければならない。

(8) 命令を行う公安委員会（法第３９条）

命令に係る事務は、暴力行為が行われた時における当該暴力行為を行った指

定暴力団員の住所地を管轄する公安委員会が行うこととしている。

第４ 威力利用資金獲得行為に係る指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規

定の整備（法第３１条の２関係）

１ 趣旨
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指定暴力団員の威力を示しての恐喝や、みかじめ料の徴収といった指定暴力団

員による威力利用資金獲得行為に関連して国民の生命、身体又は財産に深刻な被

害が発生しているが、民事手続によりその被害の回復を図る場合において、一般

に、直接の加害者である指定暴力団員に対して損害賠償請求をしても十分な賠償

資力がなく、十分な被害回復がなされないおそれがある。他方、指定暴力団は、

代表者等の統制の下に階層的に構成されており、階層的に上位に位置する者ほど

多額の資金力を有するのが通例であることから、代表者等に対する訴訟で代表者

等の責任を追及し、勝訴を得、あるいは和解が成立した場合には、比較的十分な

賠償が得られると考えられる。

また、これまでも、威力利用資金獲得行為による被害の回復のため、主として

民法（明治２９年法律第８９号）第７１５条に基づき代表者等の責任を問う民事

訴訟が提起されてきたところであるが、これらの訴訟においては、被害者が、個

別の事件ごとに、個々の暴力団内部の組織形態、意思決定過程、代表者等による

内部統制の状況、上納金の徴収システム等を具体的に解明することが必要となる

ため、警察による支援があっても、なお困難が伴うものであった。

そこで、今回の改正においては、指定暴力団員が威力利用資金獲得行為を行う

につき他人の生命、身体又は財産を侵害した場合について、当該威力利用資金獲

得行為を容認し、統制していることを根拠に、代表者等に損害賠償責任を負わせ

ることとしたものである。

２ 内容

指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得

行為を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、一定の場合を

除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととしたものである。

(1) 威力利用資金獲得行為の意義

威力利用資金獲得行為とは、指定暴力団員が、その所属する指定暴力団の威

力を利用して資金を得、又は資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。

典型的には、相手方に指定暴力団の威力を示すことを手段とした暴力的不法

行為等又はこれに準ずる不当な行為を想定しており、恐喝罪、強要罪、暴力的

要求行為等に該当することが多いものと考えられる。

(2) 威力利用資金獲得行為を「行うについて」他人の生命、身体又は財産を侵害

した場合

威力利用資金獲得行為を「行うについて」他人の生命、身体又は財産を侵害

した場合とは、

○ 指定暴力団の威力を示して金品等を要求し、その供与を受けるなど、威力

利用資金獲得行為そのものにより他人の財産を侵害した場合

のほか、

○ 指定暴力団の威力を示しての金品等の要求に応じさせるため、又は要求に
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応じないことに対する報復として、当該要求の相手方に傷害を与えたり、そ

の店舗を破壊したりするなど、威力利用資金獲得行為を効果的に行うために

他人の生命、身体又は財産を侵害した場合

○ 縄張内において資金獲得行為を行っている者に傷害を与えるなど、縄張内

における同種の資金獲得行為を排除するために他人の生命、身体又は財産を

侵害した場合

などが含まれる。

(3) 被害者側の立証事項

被害者側において立証すべき事項は、

○ 当該不法行為が被告が代表者等である指定暴力団の指定暴力団員によって

行われたものであること

○ 当該不法行為が威力利用資金獲得行為を行うにつき行われたものであるこ

と

○ 当該損害が当該不法行為により生じたものであること

である。

(4) 免責規定

第１号の免責規定については、代表者等が配下指定暴力団員の威力利用資金

獲得行為により直接にも間接にも資金を得、又は資金を得るために必要な地位

を得ることもない場合には、当該代表者等は、配下指定暴力団員の威力利用資

金獲得行為による利益を享受する立場にあるとはいえず、損害賠償責任を負う

べき根拠が欠けるため、免責されることとしたものである。

また、第２号の免責規定については、配下指定暴力団員による威力利用資金

獲得行為が、専ら当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者の利益を図る目的で、

その者に強要されて行われ、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたこと

について代表者等に過失がない場合については、当該威力利用資金獲得行為に

よる権利利益の侵害について代表者等に予見可能性・回避可能性があるとはい

えず、代表者等が損害賠償責任を負うべき根拠が欠けるため、免責されること

としたものである。

３ 留意事項

(1) 本規定の積極的な活用

本規定は、被害者の被害回復に寄与することはもとより、暴力団組織の中枢

に経済的な打撃を与える効果があることから、その活用が暴力団対策上極めて

有効な手段となる。ついては、このような効果が最大限に発揮されるよう、本

規定の積極的な活用に努めること。

(2) 民事訴訟支援の実施

本規定は、被害者の被害回復に向けた活動があって初めて機能し得るところ

であるが、被害者が指定暴力団員による報復等をおそれ、その訴訟提起をため
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らうことなども想定されるところである。ついては、被害者の意思を尊重しつ

つ、被害者に対し積極的に民事訴訟支援方策を提示する必要がある。

暴力団員を相手方とする民事訴訟の支援については、「暴力団員を相手方と

する民事訴訟の支援の強化について」（平成７年６月１日付け警察庁丙暴暴一

発第９号）により示しているところであるが、民事訴訟支援に当たっては、警

察のみならず、弁護士会、暴力追放運動推進センターと緊密な連携をとり、被

害者に対し、弁護士会民事介入暴力対策委員会等の紹介や暴力追放運動推進セ

ンターによる訴訟費用の貸付制度の教示等、必要な訴訟支援を確実に実施する

などして、訴訟提起の円滑化を図ること。

また、各都道府県警察においては、暴力団犯罪の取締りや法の運用により入

手した威力利用資金獲得行為及びそれに係る不法行為に関する情報を組織的に

集約するとともに、「暴力団排除等のための部外への情報提供について」（平

成１２年９月１４日付け警察庁丙暴暴一発第１４号）に基づく被害者等への情

報提供にも十分配意すること。

さらに、指定暴力団の代表者等に対する訴訟の提起に当たっては、被害者や

その家族等を標的とした不法行為の敢行も予想されることから、被害者に対す

る保護対策についても万全を期すこと。

(3) 被害者に対する本規定の周知

指定暴力団員の威力利用資金獲得行為に係る不法行為により被害を受けた者

に対しては、あらゆる機会を捉え、本規定に基づく損害賠償請求が可能である

ことについて周知を図ること。

(4) 訴訟によらない被害回復への支援

被害者が行う被害回復の方法は、本規定を直接適用した訴訟に限られるもの

ではなく、本規定を背景として、不法行為を行った指定暴力団員等に対し、訴

訟外で賠償金の支払を求めるなどして、不法行為による被害を回復するための

請求をする方法も考えられるところである。ついては、被害者の意向を踏まえ、

あらゆる形態の被害回復のための請求について、積極的な支援を行うよう努め

ること。ただし、こうした訴訟外の交渉に際しては、指定暴力団側がその威力

を背景として、被害者に不利な条件で示談を進めることなどが予想されること

から、弁護士と連携するなどして、被害者に対し必要な支援を行うよう配意す

ること。

(5) 本規定の対象とならない不法行為

本規定及び法第３１条の規定の対象とならない不法行為についても、その被

害の回復のための請求に対する支援を行うよう努めること。

(6) 本規定の適用関係（改正法附則第２条）

本規定は、指定暴力団員がこの規定の施行後に行った他人の生命、身体又は

財産を侵害する行為について適用される。
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具体的には、例えば、配下の指定暴力団員がこの規定の施行後に当該指定暴

力団の威力を示して行った恐喝によって生じた損害について適用される。また、

みかじめ料の支払要求に応じない事業者に対し暴行を加え、身体的被害が発生

したような場合については、みかじめ料の支払要求が行われた時点の如何にか

かわらず、暴行が行われた時点がこの規定の施行後であれば適用される。

第５ 暴力排除活動の促進のための規定の整備（法第３２条関係）

１ 趣旨

暴力団による多様な資金獲得活動に打撃を与え、暴力団員による不当な行為を

効果的に防止し、市民生活の安全と平穏を保つため、国や地方公共団体、事業者、

国民が積極的に、暴力排除活動（暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれ

により事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

以下同じ。）を行い、又はこれを促進することが従来以上に重要となってきてい

るところであるが、現行法には、暴力排除活動に関する明文規定がない。

そこで、今回、代表者等の損害賠償責任に関する規定、損害賠償請求等の妨害

の規制に関する規定を置くことに合わせ、暴力排除活動の促進に関する国及び地

方公共団体の一般的な責務を規定することとした。

また、暴力排除活動を行う者は、暴力団の組織的な嫌がらせや報復を最も恐れ

るものであり、報復等の危険を未然に防止し、その不安感を排除し、安全を確保

することは、暴力排除活動を促進するための大前提であることから、国及び地方

公共団体の配意義務として、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体

が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、その安全の確保に

配慮することを規定することとした。

２ 内容

(1) 第１項関係

国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体

が自発的に行う暴力排除活動の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その

他必要な措置を講ずるものとしたものである。

この具体的な内容としては、

○ 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態等に関する情報

の提供

○ 暴力団員による不当な行為への対処方針や対処方法に関する助言や指導

○ 業種や地域の別に応じた組織的な活動を行うことについての助言や指導

○ 各種暴力排除活動の行事に関する協力や後援

○ 暴力排除活動に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報啓発

などを想定している。

(2) 第２項関係
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国及び地方公共団体は、事業者等が安心して暴力排除活動の実施に取り組む

ことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。

この具体的な内容としては、

○ 暴力団等による危害を被るおそれのある者を「保護対象者」に指定して、

危害行為の未然防止の措置を推進すること

○ 被害者等に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の申出があった場合

に、申出者の本人確認、利用目的の審査等を厳格に行うこと

などを想定している。

３ 留意事項

(1) 行政機関への周知徹底

警察庁では、現在、全国知事会、全国市長会及び全国町村会に対し、地方公

共団体における周知徹底のための働きかけを行っているところであるが、各都

道府県警察においても、あらゆる機会を通じて、都道府県の知事部局や市町村

に対し、改正法に国及び地方公共団体の責務規定が整備されたことについて周

知を図るとともに、暴力排除活動を促進することの重要性を訴え、暴力排除活

動の促進に向けた一層の取組みをするよう働きかけること。

(2) 暴力排除活動の一層の推進

暴力排除活動については、これまでにも、「組織犯罪対策要綱の制定につい

て（依命通達）」（平成１６年１０月２５日付け警察庁乙刑発第１８号、乙官

発第３０号、乙生発第１４号、乙交発第１３号、乙備発第１６号、乙情発第１

５号）等に基づき推進してきたところであるが、各都道府県警察にあっては、

改正法に暴力排除活動の促進に係る国及び地方公共団体の責務規定が明記され

た趣旨を十分に踏まえ、暴力排除活動の一層の促進に努めること。

第６ その他

１ 暴力的不法行為等の追加（法別表）

今回の改正において、次の法律の章等を暴力的不法行為等に追加するものであ

る。

(1) 著作権法（昭和４５年法律第４８号）第８章

(2) 船員職業安定法（昭和２３年法律第１３０号）第６章

(3) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）第８章

(4) 保険業法（平成７年法律第１０５号）第５編

(5) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成１６年法律第１５１号）

第５章

(6) 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成１８年法律第６０号）

(7) 電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第５章

２ 関係政令等の規定の整理
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改正法の一部が公布の日から施行されることに伴い、関係規定の整理のため、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係政令の整理に関する政令（平成２０年政令第１７１号。別添２）、警察

法施行規則の一部を改正する内閣府令（平成２０年内閣府令第３２号。別添３）、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則（平成２０年国家公安委員会規

則第６号。別添４）及び不当要求情報管理機関登録規程の一部を改正する件（平

成２０年国家公安委員会告示第８号。別添５）が制定され、いずれも、改正法の

公布の日から施行されることとなった。

別添１～５ （略）


